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１．はじめに

経済不況による雇用の低下や未曾有の大震災である東

日本大震災による影響もあり，社会保障関係費は増加を

続けている。そのような状況を打開するためには，雇用

環境を整えることと所得保障制度の再編を検討すること

が必要である。雇用環境を整えるには，雇用する側と働

く側の視点を考慮する必要があり，加えて．就労する場

を確保することが必要である。本稿においては，就労と

所得保障の関連性を念頭に置きつつ．スウェーデンモデ

ルにおける「雇用政策．所得保障制度」について考究す

ることで．日本における今後の最低生活保障を実現する

ための方策について考えていきたい。とりわけ，高年齢

期における雇用から年金への移行は大きな課題となって

おり，スウェーデンモデルから学ぶべき点は多いといえ

るだろう。

本稿では，以下の点について分析を行う。第,に，ス

ウェーデンの社会保障制度の特徴と所得保障制度につい

て整理する。第２に，雇用政策の現況について整理する。

特に，スウェーデンにおける積極的労働市場政策と定年

後の所得保障（主に，般低保障年金制度）との融合性を検

証することで，高年齢期における最低生活保障の実現に

ついて考究する。

表1は，スウェーデンの基礎データを示した表である。

本稿では，最低生活保障を検証するために，各種制度の

鹿児島国際大学大学院学術輪集THElUKGRADuATEScHOOLJouRNAL,４:６７－７２２０１２０c10ber

出典）スウェーデン統計局（StatisticsSweden)．外務省より作成

構造分析を行っており，制度理解のためにも，スウェー

デンにおける基礎データを記載している。

２．スウェーデンの社会保障制度

2.1．スウェーデンの社会保障制度の特徴

スウェーデンの社会保障制度は，広範かつ高水準の所

得保障を特徴としており，年金，児童手当，傷病手当な

どの現金給付が国の事業として実施されている。スウェ

ーデンの社会保障は，国が実施する経済的保障，県（ラ

ンスティング）が実施する保健医療サービス，市（コミュ

ーン）が実施する社会サービスに大別されている。国は，

経済的保障として，疾病・障害，老齢，出産・育児，失

業などに際しての保障（主に現金給付）を行う。県は保
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健医療サービスを提供しており，プライマリケアや二次

医療，高度先進医療の提供を行っている。市は，高齢者

サービス，障害者サービス，保育サービス，生活保護制

度などを提供している（井上2003：75-78)。

スウェーデンの社会保険は公的性格が強く，強制加入

である国民保険と任意保険から構成されている。社会保

険は，医療保険，労働災害保険，失業保険，年金などで

あり，その内，雇用に関連するものとして，失業保険，

労働災害保険，医療保険の傷病手当，両親保険，近親者

介護手当が該当する。公的保険を補完する役割として，

労使の協約に基づく協約保険があり，主な協約保険とし

て，民間俸給労働者，民間賃金労働者，国家公務員地

方公務員協約保険の4つで構成されている。社会保険に

適用される要件は就労する国での社会保険加入を原則と

するため，居住ではなく就労活動の有無による（訓珊

1999：167,170)。

スウェーデンの社会保険制度は，①家族・児童に係る

経済的保障，②傷病・障害に係る経済的保障，③高齢者

に対する経済的保障に分けられる。①については，両親

保険，児童手当，住宅手当養育費補助などがあり，②

については，傷病手当，家族介護手当，活動補償金．傷

病補償年金，労災手当などがあり，③については，老齢

年金，高齢者生計費補助，遺族年金などがある（海外情

勢報告20,,：323)。以上のように，幅広い仕組みが存在

する。

2.2．スウェーデンの社会保障財源構造

スウェーデンの財源構造の特徴は，「負担と給付」の

関係が明確な点が挙げられる。先述したように，保健医

療サービスは県税を主財源として県が提供し，高齢者

サービスは市税を主財源として市が提供しており，「負

担と給付」の関係性が明確であることが特徴的である

(井上2003：81-82)ｏスウェーデンの公共部門には，国や

地方自治体(県:ランステイング,市町村:コミューン'教区：

フオーサムリング）があり，それぞれが独立した課税権を

有している（飯野1999：62)･スウェーデンにおける国民

負担の構造には，①国税は個人所得税や法人税などの所

得課税などよりも間接税に比重が置かれる，②社会保険

料は事業主負担分の割合が大きい。③個人所得税の控除

は行われず，個人ベースで課税される，④法人税率が低

い，⑤所得補足における問題が認識されていないなどの

特徴がある（井上2003：85-89)。

次に，社会保険料の構造について取り上げる。社会保

険料収入とは，社会保険料として徴収された額から社会
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表２社会保障給付費の配分（2010年）

単位：１００万クローナ

両親保険 31,865

子ども手当 2３ 7３１

整備費 ３550

家族へのその他の手当 ６287

傷病保険 2０ 554

傷病／活動補償 6０ 597

傷病／活動補償受給者への住宅手当 ４698

労働傷害補償 ４587

補助手当 2３ 1８８

その他の傷病／活動 ７968

その他（管理費含む） 2３ 615

出典）SocialInsumnceinFigures2011

保険事務所などを通じて支払われた付加年金などの額を

差し引いた額（純額）のことである（飯野1999：64)。ス

ウェーデンにおける社会保険料の構造として，被用者に

かかる社会保険料は1992年まで事業主負担のみであった

が，’993年からは被保険者本人分の負担も導入された。

一方で，自営業者にかかる社会保険料は，基本的には被

用者の場合に準じており，自営業者自らが支払う「自営

業者負担保険料」と被用者と共通の「一般本人負担保険

料」とに分かれている（井上2003：96-100)。スウェーデ

ンの社会保障給付費は，他の先進諸国同様に，「年金関

連」と「保健医療」に要する費用の割合が高く，「高齢

者・障害者サービス」と「家族政策｣．雇用政策に要す

る費用の割合も高いことが特徴である（井上2003：78)。

表2は，社会保障給付費の配分を示した表である。「家

族政策（家族と子どものための保障)」の内訳としては，両

親手当，子ども手当などの割合が高く，「疾病や障害」

の内訳は，疾病／活動補償，補助手当，疾病手当などの

割合が高い。部門別に見てみると，「疾病／活動補償」

に関する給付費の割合が最も高い傾向にあった。

2.3．スウェーデンの所得保障制度

2.3.1．年金制度

スウェーデンの年金制度は，最低保障年金と所得比例

年金の構造となっている。その背景として，①65歳以上

の高齢者の人口比率の増加による年金財政の悪化や経済

の低成長に伴い，年金制度を維持できなくなってきたこ

と，②給付水準の課題として，世代間の不公平や旧制度
Ｉ）

における給付額算定の問題などがあった（IIl崎2009：

102-103)。以上のような背景から，スウェーデンでは

1999年より現行制度が導入されることとなった。

スウェーデンにおける年金改革の主な考え方は，個人

の負担と年金の受給資格を結合させることと老年期にお
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ける全ての人々に，一定額の保障を確保することにあ

る。主な改革として，確定給付制度から確定拠出型の賦

課方式へ転換したことが挙げられる（EskiIWadenSj62000：

71)。その中でも，特筆すべき特徴として，最低保障年

金がある。最低保障年金とは，何らかの理由で就労期間

における総所得が低く，十分な所得比例年金が得られな

い場合の生活保障を実現することが目的であるため，現

役時代に低所得・低水準であった者でも一定水準の年金

給付を得ることが可能となる仕組みである（川崎2009：

106)。最低保障年金の受給要件は，①スウェーデン国内

に在住している，②ＥＵ諸国などのスウェーデンが協定

を結んでいる国に在住していることである（多田2005：

28)。最低保障年金の受給資格を得るためには，３年間以

上の居住期間が必要であり，満額受給には40年以上ス

ウェーデンに居住していることが必要であり，居住期間

が短ければ，その期間に応じて減額される仕組みとなっ

ている（有森2007：52)。最低保障年金額は．単身者と夫

婦の場合によってl人当たりの算定水準が異なるが，物

価スライドにより改定される（井上2003：282)。最低保

障年金は，所得比例年金の給付額との調整によって支給

額が決まるために．所得比例年金額が低ければ最低保障

年金額が増加する仕組みとなる。最低保障年金は保険料

拠出を求めない仕組みであるが，結果として就労意欲を

削がないためにも，所得比例年金が多いほどに年金総額

が多くなる仕組みを採用している（多田2005：28-29)。な

お，最低保障年金の支給開始年齢は原則65歳からである

が，６１歳以降から選択することができる（支給開始年齢

に応じて年金額は期減する)。以上のことから，最低保障

年金は高齢者の生活保障には有効な仕組みであるといえ

るだろう。

スウェーデンの年金制度のその他の特徴として．老齢

年金と障害，遺族年金を切り離している点がある。遺族

年金は2003年に制度改正が行われ，有期（'0カ月）の生

活転換年金（18歳未満の子がいる場合は延長可能)，未成年

の遺族を対象に遺児年金と児童遺族年金で構成される。

障害年金については2003年の制度改正により．３０～64歳

までの傷病補償年金（給付期間は障害の状態により無期とな

る)，１９～24歳までの活動補償金（給付期間は3年の有期）

で構成されることとなった（海外情勢報告201’：322-323)。

さらに．2003年からは国内居住期間が短いなどの理由に

より最低保障年金が低額になる場合などに対処するため

に，高齢者生計費補助が創設された（高齢者生計援助法．

200,年制定，２００３年施行)◎支給対象者は，原則スウエー
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デンに居住する65歳以上の者で，国内居住が短いために

十分な最低保障年金を受給できない者を対象としている

(有森2007：５２)。

2.3.2．社会扶助

社会扶助の根拠法は，「社会サービス法」（1981年制定．

1982年施行）である。コミユーンが運営主体となってお

り，財源はコミューンの歳入が充てられる。社会扶助の

目的は，すべての居住者に「適切な生活水準」を保障す

ることであるが，法律上の定義がないため，ガイドライ

ンは示されたが遵守するかどうかはコミューンに裁量が

あるために，コミューンによる格差が懸念されている

(都村1999：201-205)。

社会扶助の対象者は，スウェーデンに1年以上居住し

ている18～64歳までの者（65歳以上の者は，老齢年金など

で生活保障を行うので，原則として対象から外れている）で

職業紹介所への登録と求職活動が要件とされている。な

お，１８歳（あるいは高校卒業時の２１歳）未満の子どもに関

しては，扶養義務がある親の世帯員として社会扶助を受

けることが可能であり，外国人および難民については，

基本的に1年以上スウェーデンに滞在している者および

滞在予定の者であれば，スウェーデン国籍を持つ者と同

様に扱われる。社会扶助は稼働能力のある者も排除しな

いため，稼働能力があるにも関わらず失業している若年

層も社会扶助の受給対象となる。コミューンは稼働能力

があると判断される者には，本人の希望やこれまでの経

験および能力を考慮して，適当な職業訓練プログラムや

研修に参加するように指導している。特に，青少年への

就労支援は積極的に行われており，２５歳以下の者や休学

中の学生には，職業訓練や技術向上のためのプログラム

への参加を強く義務付けている。（UFJ総合研究所2003：

20-23)。社会扶助はミーンズテスト（資産調査）を伴う制

度であり，社会扶助を申請する者は自身の資産を活用し

た上で，受給資格を得ることになる（都村1999：205)。

近年の給付状況は，2009年には約23万7,300世帯が受

給しており，支給総額は約110億クローナ，平均支給期

間は6.2カ月となっており，若年者の受給率が高いこと

や受給期間の長期化していることが特徴となっている

(海外情勢報告2011：324)。

2.3.3．住宅手当

スウェーデンにおいて住宅政策は重要な意味を持って

いる。スウェーデンにおける産業革命による住宅市場の

急成長，それに伴う住宅不足や疫病の蔓延は深刻な事態

であったために，それらに対処すべ<公衆衛生法（1874
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表32010年度住宅手当額

|'月当たりの住宅手当(クローナ)｜生活圏(m2）
家庭内に占める子どもの数

1人2,600８０

2人3,200１００

３人4,000１２０

４人4, 0 0 0 １ ４ ０

5人以 上4,000１６０

子どもがいない場合の住宅手当

18-28歳１，１００６０

出典）SociallnsumnceinFiguI噂s201I

年)，建設法（1874年)，都市計画法（1884年）が制定され

た（外山1996：14)･住宅政策は，高齢者や障害者のいる

世帯のみならず，子どものいる世帯にとっても，教育や

生活水準を保つためにも重要な政策である。住宅手当

は，低所得世帯にとって有益な政策の一つであり，子ど

もの数と所得水準と地域の家賃の3つの要素によって決

定する。その対象は，①国民年金受給者，②有子家族，

①と②以外の低所得家族である（高島1997：134)。

表3にあるように，子どもの数，生活圏に応じて，支

給額が異なっている。住宅手当は，低所得家族であって

も十分な環境の住居に居住することを目的としているた

め，高齢者のみでなく，子どものいる家庭や28歳以下の

子どものいない若年者にとっても有益な所得保障の仕組

みである。

３．スウェーデンの雇用政策

スウェーデンにおける雇用政策の特徴は，労働市場政

策と社会保障政策に大別される。労働市場政策は，積極

的労働市場政策を中心に展開し，社会保障政策は．失業

給付，傷病手当，年金などを活用して生活保障を展開し

ていくものである（伍賀・横山1998：１３)。本稿では，ス

ウェーデンにおける雇用政策の論点として，積極的労働

市場政策と社会保障制度との連動について取り上げ，そ

の概観について検証する。

3.1．積極的労働市場政策の展開

現代における世界的な不況や産業櫛造の変化により，

｢福祉から就労へ（WelfaretoWOrk)」の考え方が浸透して

きている。そのような中において，宮本（2011）は，雇

用と社会保障をつなぎなおすための方策として，「ワー

クフェア｣，「アクテイベーション｣，「ベーシック・イン

カム」の3つに整理することができると指摘している。

｢ワークフェア」とは，社会保障の給付条件に雇用を結

び付けることで,政府支出を削減する考え方であり，「ア
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クティベーション」は，「ワークフェア」と考え方は近

いが，雇用に結びつけるだけでなく、労働市場における

処遇や組織のあり方にも関心を持つ点が異なる。一方

で，社会保障と雇用を制度的に切り離すことを目的とし

ているのが，「ベーシック・インカム」である（宮本

2011：124-126)。宮寺（2008）は，スウェーデンを支える

理念として，スウェーデンは国民の所得と生活の安定を

守り，さらに労働市場への参加を促す特徴があるとして

いる。就労と社会保障を結び付ける考えの中に，「ワー

クライン」の考えがあり，その考えは，労働と社会保障

の関係を連動させ，労働市場の雇用の維持を確保するた

めに，社会保障が整備されるべきであり，就労こそがス

ウェーデンモデルの構築に必要であると指摘している

(宮寺2008：１０３)。

次に，積極的労働市場政策を取り上げる。これは，ス

ウェーデンの労働政策の特徴の一つであり，積極的な労

働市場政策を展開することで，再び労働市場への帰還を

目指す取り組みである。具体的には，失業者に対する所

得保障は「消極的労働市場政策｣，職業紹介・雇用創出

などの失業予防は「積極的労働市場政策」と分類され，

スウェーデンでは積極的労働市場政策に対する支出を重

視し，失業予防に重点を置く点が特徴的である（高島

1997：189-190)。具体的なプログラムとしては，①教育

や職業訓練，②リハビリテーション，③一時的雇用，④

所得保障給付などが挙げられる。失業者は，公共職業安

定所に登録することで，必要なプログラムを受講するこ

とができる（宮寺2008：104)。このような稲極的な労働

市場へのアプローチがスウェーデンにおける就労支援の

基礎となっている。

3.2．就労支援の取り組み

現代の不況の中において，スウェーデンのみならず，

その他の国々においても，就労支援は急務の課題であ

る。それぞれの国における社会保障制度の維持のために

も，雇用問題にどのように向き合うかが重要な論点と

なっている。そのような中においても，「雇用維持」は

最大のテーマであり，「雇用維持」を実現するための方

策が採られている。スウェーデンにおいては，企業向け

支援として，「雇用主負担税を政府が負担する」ことで，

企業側の負担の軽減を図っている（日本貿易振興機構

2009：２)◎その一方で，労働者側の権利保全として，

1974年に雇用保障法の制定されている。スウェーデンに

おける失業予防と雇用保障の取り組みを目的としてお

り，一度雇用された労働者の雇用保障を強化し，高齢者
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や障害者にとっての雇用における権利の保障と安定を実

現するものであった（高島1997：181)。一方で．雇用保

護を実現したが，新たな雇用を創出しにくい状況が生ま

れたことも事実であり，そのことが若年者の失業者を増

加させた。その現状を受けて，1982年を雇用保障法の一

部改正，条件付きでの短期契約による新規従業員の採用

を可能とした（高島1997：190)。このような積極的労働

市場政策の効果もあり，表lに示すように，失業率も比

較的低い水準となっている。その他の就労促進策とし

て，労働者に対する措置（耐用訓練‘職業能力研究，開業

助成金など)，企業向けの措置（企業内訓練助成，扉用助成

金など)，障害を持った人々へのプログラムなどがある

(伍賀・横山1998：ｌ作18)。

４．スウェーデンにおける雇用政策と所得保障の

関連

先述したように，スウェーデンにおける高齢期の所得

保障は，最低保障年金により65歳以降の生活保障の実現

を確立している。最低保障年金は，居住要件のみで受給

権を取得できることにより，働かなくても年金が受給で

きる利点がある。さらに，保険料を納めることで所得比

例年金も受給できるので，就労意欲を失うことなく，就

労へのモチベーションも保つことができるために．就労

と所得保障制度の関連性が強いといえる。その一方で，

社会扶助との関係も重要である。社会扶助の給付期間は

原則として無期限であるため，稼働能力の乏しい高齢者

は長期受給となる傾向が強い。加えて，最低保障年金の

受給要件が40年間の居住で満額支給となるために，満額

受給できない場合は，社会扶助との併給を余儀なくされ

る。そのために．2003年より高齢者低所得層に対して，

｢高齢者生計費補助」が創設され，社会扶助から高齢者

は分離されることとなった（USJ総合研究所2003：２３)。こ

れらの仕組みや住宅手当を中心として，高齢期における

生活保障は実現されている。スウェーデンの所得保障に

おいて特筆すべき点として，６５歳以降の生活保障を実現

するための権利取得における条件が低いことが挙げられ

る。日本においては．高齢期における生活保障は「年金」

に依存しているにも関わらず，満額受給するための条件

は保険料納付であり，納付期間も長期間であることが国

民の負担に直結している。最低保障年金をすぐに導入す

ることは困難だろうが，就労からの退却後の生活保障の

実現に向けての「ゆとり」を生むような政策を櫛築する

ことも必要な改正のポイントであるといえるだろう。
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政策転換も含め，充実した仕組みを維持するために

は．財源が必要である。スウェーデンにおける国民負担

の比亜は重いが，そのような中においても負担と給付の

関係が明確であることが国民からの支持を受けている背

景である。さらに。雇用政策においても，失業保険や労

災保険だけでなく，雇用保障法に代表されるような積極

的な労働市場政策の展開に重点を置いていることが雇用

の安定を生み，就労に伴う様々な権利を獲得していくこ

とを可能としている。

５．おわりに

スウェーデンでは，積極的な雇用政策を展開し，就労

から退却した後の生活保障を最低保障年金・所得比例年

金と住宅手当などが保障することで，就労から制度活用

に至るまでの一連の流れが完成している。最低保障年金

という「安心」の仕組みが，就労への意識も高める効果

も担っている特徴がある。稼働所得で生計を維持する間

の支援体制と高齢期への不安を払拭するための仕組み作

りが確立していることが，スウェーデンにおける雇用と

所得保障の融合であると考えられる。

紙面の都合上，詳細に論じることができずに，制度の

整理を行う程度になってしまった。今後は,積極的労働

市場政策についての詳細な分析や失業・労災保険などの

各種制度の榊造と運用も含め，検証を行っていきたい。
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注

l）「１５年ルール，３０年ルール」：「15年ルール」とは．生涯にお

いて最も所得の高かった15年間を年金額算定の基礎とする

ルールであり．保険料拠出額と受給額において不公平が生

じていた。「30年ルール」とは，３０年を超えて働いても保険

料が徴収されるだけで，年金額には反映されないという課

題である。
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